
一
頁

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
基
本
金
及
び
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

九

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条

基
金
で
な
い
者
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
い
う
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
は
、
基
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
条
中
「
理
事
長
一
人
、
理
事
八
人
か
ら
十
七
人
ま
で
及
び
監
事
四
人
」
を
「
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
」
に
改
め
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を
提
出
す
る



二
頁

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
委
嘱
す
る
」
を
「
か
ら
選
任
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
委
嘱
」
を

「
選
任
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
前
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
委
嘱
し
」
を
「
選
任
し
」
に
改
め

、
「
各
ゝ
委
嘱
す
べ
き
理
事
の
少
く
と
も
二
倍
の
」
を
削
り
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
委
嘱
に
つ
い
て
こ
れ
を

」
を
「
選
任
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

附
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

政
府
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
基
金
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

第
三
条

設
立
委
員
は
、
定
款
を
作
成
し
て
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
が
あ
つ
た
と
き
は
、
設
立
委
員
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
金
全
額
の
拠
出
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

基
本
金
の
拠
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
設
立
委
員
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
務
を
基
金
の
理
事
長
に
引
き
継
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

理
事
長
が
前
項
の
事
務
の
引
継
を
受
け
た
と
き
は
、
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
は
、
遅
滞
な
く
設
立
の
登
記
を
し



三
頁

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

基
金
は
、
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
。

第
五
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

号
）
の
施
行
後
に
お
い

て
は
、
基
金
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
並
び
に
同
条
第

十
九
号
及
び
第
二
十
一
号
の
規
定
（
同
条
第
十
九
号
ニ
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
適
用

し
な
い
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項

」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
中
「
理
事
若
し
く
は
幹
事
」
を
「
役
員
、
幹
事
若
し
く
は
職
員
」
に
、
「
六
月
」
を
「
一
年
」
に
、
「
三

十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
、
「
二
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。



四
頁

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一

条
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
「
（
同
条
に
規
定
す
る
定
款

の
変
更
の
命
令
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
第
五
章
の
二
中
同
条
を
第
三
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条

基
金
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

第
五
章
の
二
を
第
六
章
と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
定
款
の
変
更
そ
の
他
」
を
「
そ
の
業
務
に
関
し
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
を
削
る
。



五
頁

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
」
を
「
提
出
し

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
財
産
目
録
及
び
事
業
状
況
報
告
書
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
を
各
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条

基
金
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
第
四
章

会
計
」
を
「
第
四
章

財
務
及
び
会
計
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
七
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
六
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十

五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
四
条
の
二
」



六
頁

を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
「
、
第
十
四
条
の
五
中
「
幹
事
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
条
を
第

二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
五
中
「
若
し
く
は
幹
事
」
を
「
、
役
員
、
幹
事
若
し
く
は
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
四
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
三
第
三
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と

す
る
。

第
十
四
条
の
二
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
所
属
団
体
の
推
薦
に
よ
り
、
学
識
経
験
者
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
大
臣
の
推
薦
に
よ
り
、

」
を
「
、
そ
れ
ぞ
れ
所
属
団
体
の
推
薦
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
お
お
む
ね
一
箇
月
半
」
を
「
政
令
で
定
め
る
月
数
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
業
務
。
」

を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



七
頁

５

基
金
は
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
二
章
中
第
十
二
条
の
二
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
に
幹
事
八
人
、
そ
の
出
張
所
に
幹
事
四
人
」
を
「
及
び
そ
の
出
張
所
に
幹
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
各
ゝ
」
を
「
各
々
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条

と
す
る
。

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の

第
十
一
条

役
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
金
の
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
が
、
法
令
若
し
く
は
定
款
又
は
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
命
令
に

違
反
し
た
と
き
は
、
基
金
に
対
し
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
金
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附

則



八
頁

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
ま
で
に
、
そ
の
定
款
を
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う

。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
変
更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
認
可
の
効
力
は
、
施
行
日
か
ら
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

基
金
は
、
施
行
日
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
基
金
に
拠
出
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

政
府
以
外
の
保
険
者
が
基
金
に
拠
出
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
政
府
以
外
の
保
険
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
法
第

六
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。



九
頁

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
基
金
の
役
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選

任
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
役
員
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
基
金
の
役
員
の
任
期
は

、
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
定
款
に
定
め
る
任
期
が
終
了
す
べ
き
日
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
基
金
の
幹
事
又
は
幹
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
幹
事
又
は
幹
事
長
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
基
金
の
幹
事
又
は
幹
事
長
の
任
期
は
、
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
定
款
に
定
め
る
任
期
が
終
了
す
べ
き
日
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
基
金
の
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
特
別
審
査
委
員
会
の
委
員
は
、
新
法
第
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
幹
事
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
新
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
新
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
特
別
審
査
委
員
会
の
委
員
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
基
金
の
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
特
別
審
査
委
員
会
の
委
員
の
任

期
は
、
旧
法
第
十
四
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
任
期
が
終
了
す
べ
き
日
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。



一
〇
頁

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
十
一
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
十
二
中
「
第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
三
条
中
「
第
四
十
八
条
第

一
項
の
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
」
と
」
を
加
え
る
。

（
老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



一
一
頁

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
借
入
金
及
び
債
券
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

基
金
は
、
老
人
保
健
関
係
業
務
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
若
し
く
は
短
期
借
入
金
を

し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
長
期
借
入
金
」
の
下
に
「
及
び
債
券
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

５

基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
割
引
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
基
金
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
つ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

７

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

８

基
金
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部

を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
九
条
、
第
三
百
十
条
及
び
第
三
百
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



一
二
頁

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
に
関
し
必

10
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
七
十
三
条
中
「
範
囲
内
で
」
の
下
に
「
、
基
金
に
よ
る
第
四
十
八
条
第
一
項
の
交
付
金
の
円
滑
な
交
付
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
を
加
え
、
「
又
は
短
期
借
入
金
」
を
「
、
短
期
借
入
金
又
は
債
券
」
に
改
め
、
「
に
つ
い
て
」

の
下
に
「
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
の
範
囲
に
お
い
て
、
」
を
加
え
る
。

第
七
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
協
議
）

第
七
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
八
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
七
十
六
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は

第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。



一
三
頁

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
借
入
金
及
び
債
券
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

支
払
基
金
は
、
介
護
保
険
関
係
業
務
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
若
し
く
は
短
期
借
入

金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
長
期
借
入
金
」
の
下
に
「
及
び
債
券
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

５

支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
割
引
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
支
払
基
金
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁

済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

７

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ

も
の
と
す
る
。

８

支
払
基
金
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は



一
四
頁

一
部
を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
九
条
、
第
三
百
十
条
及
び
第
三
百
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
に
関
し
必

10
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
百
六
十
九
条
中
「
範
囲
内
で
」
の
下
に
「
、
支
払
基
金
に
よ
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
介
護
給
付
費
交
付
金
の
円
滑

な
交
付
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
を
加
え
、
「
又
は
短
期
借
入
金
」
を
「
、
短
期
借
入
金
又
は
債
券
」
に

改
め
、
「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
の
範
囲
に
お
い
て
、
」
を
加
え
る
。

第
百
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
協
議
）

第
百
七
十
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
八
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。



一
五
頁

第
百
七
十
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く

は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め

る
。第

二
百
条
第
二
項
中
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
項
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
基
金
が
し
た

行
為
及
び
基
金
に
対
し
て
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



一
六
頁

第
十
五
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
項
を
削
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。


